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一 般 質 問一 般 質 問

市
民
の
生
命
を
守
る
対
策
に
つ
い
て

伊
花　

明
美　

議
員　

質
問　

学
校
の
Ａ
Ｅ
Ｄ
設
置
場
所
の
具

体
化
と
、
消
防
へ
の
情
報
提
供
を
急
げ
。

学
校
教
育
部
長　

校
園
内
で
事
故
が
発

生
し
た
際
、
い
ち
早
く
現
場
へ
持
ち
運

べ
る
体
制
を
整
え
て
い
ま
す
。
各
校
園

の
設
置
場
所
を
一
覧
表
に
整
理
し
、
消

防
へ
の
情
報
提
供
を
行
い
ま
す
。

質
問　

児
童
生
徒
に
Ａ
Ｅ
Ｄ
講
習
を
。

教
育
長　

Ａ
Ｅ
Ｄ
の
指
導
に
つ
い
て
は

発
展
的
な
学
習
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
既
に
講
習
を
行
っ
て
い
る

学
校
も
あ
り
、
今
後
さ
ら
に
消
防
と
連

携
し
な
が
ら
進
め
て
い
き
ま
す
。

質
問　

施
設
入
り
口
な
ど
に
Ａ
Ｅ
Ｄ
の

ス
テ
ッ
カ
ー
を
貼
付
し
、
市
民
に
設
置

場
所
が
一
目
で
わ
か
り
、
誰
も
が
使
え

る
よ
う
、
市
内
の
「
Ａ
Ｅ
Ｄ
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
」
化
を
図
る
べ
き
。

保
健
福
祉
部
長　

Ａ
Ｅ
Ｄ
に
は
専
用
ス

テ
ッ
カ
ー
が
付
い
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ 

見
や
す
い
と
こ
ろ
に
表
示
さ
れ
て
い
ま

す
。
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
広
報
で
Ａ

Ｅ
Ｄ
設
置
状
況
や
救
命
講
習
会
の
開
催

な
ど
周
知
及
び
普
及
啓
発
を
進
め
ま
す
。

質
問　

24
時
間
営
業
の
コ
ン
ビ
ニ
等
と

Ａ
Ｅ
Ｄ
設
置
協
定
を
結
ぶ
べ
き
。

保
健
福
祉
部
長　

県
内
に
お
い
て
コ
ン

ビ
ニ
等
と
の
設
置
協
定
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
設
置
を
ど
の
よ
う
な
方
法

が
良
い
の
か
も
含
め
、
他
市
の
状
況
や

企
業
の
情
報
を
基
に
検
討
を
行
い
ま
す
。

質
問　

防
災
マ
ッ
プ
や
子
育
て
情
報
な

ど
満
載
し
た
官
民
協
働
に
よ
る
ゼ
ロ
予

算
で
で
き
る
「
生
活
便
利
帳
」
を
作
成

し
、
市
民
に
情
報
発
信
す
べ
き
。

総
務
部
長　

作
成
を
目
指
し
て
、
現
在

研
究
中
で
す
。
災
害
時
な
ど
の
情
報
確

認
方
法
な
ど
重
要
度
の
高
い
防
災
情
報

を
掲
載
す
る
ほ
か
、
子
育
て
、
健
康
な

ど
の
情
報
も
充
実
さ
せ
た
い
。

○年金積立金の被保険者の利益のための安全か

　つ確実な運用に関する請願

（要旨）

　　年金は老後の生活保障の柱になっている。

　　年金積立金は被保険者の利益のために安全

　かつ確実な運用を堅持すべきものである。

　　リスク性資産割合を高める方向での運用見

　直しは問題である。年金積立金の安全かつ確

　実な運用堅持、リスク性資産割合を高める変

　更を行わないことと確実に意思反映できるガ

　バナンス体制を構築することを要望する。

（請願者）

　　日本労働組合総連合会

　　群馬県連合会渋川地域協議会

請願・陳情

採　択
平成２７年３月市議会定例会の日程は次
のとおり予定しています。

３月
・３日 ( 火 ) ～５日 ( 木 )

　　本会議（開会・議案上程）

・６日 ( 金 )・９日 ( 月 )  

　　常任委員会

・10 日 ( 火 )

　　予算常任委員会

・11 日 ( 水 ) ～ 16 日 ( 月 ) 

　　本会議（表決・予算議案上程） 

・17 日 ( 火 )・18 日 ( 水 )

　　本会議（一般質問）

・19 日 ( 木 ) ～ 25 日 ( 水 ) 

　　予算常任委員会

・27 日 ( 金 )

　　本会議（表決・閉会）

※ 13 日 ( 金 )、24 日 ( 火 )、26 日 ( 木 ) は休
会です。
なお、この予定は変更されることがあります。

平成２７年３月定例会の日程


